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令和２年度第10回高松市農業委員会定例総会議事録 

 

 開催日時  令和３年１月14日（木）午後２時開会 

 

 開催場所  高松市役所 13階大会議室 

 

 出席委員 22人 

１番  三笠 輝彦（会長） 

２番 真鍋 俊二 

３番  佐竹 博巳 

４番  佃  俊子 

５番  太田 政美 

６番 髙砂 清一（会長職務代理者第１） 

８番  森口  憲司 

10番  赤松 貞廣 

11番  谷口 勝幸 

12番  真鍋 芳治 

13番  佃  光廣 

14番  冨本 正樹（会長職務代理者第２） 

15番 河田  薫 

16番  藤澤 鶴夫 

17番  河野 光明 

18番  原田 和幸 

19番  森  吉朝 

20番  谷上  諭 

21番  宮武 正明 

22番  橋田 行子 

23番  神内 茂樹 

24番 古川 浩平 

 

 欠席委員 ２人 

７番 瀧本 繁樹 

９番  三好 義光 

 

  農業委員会事務局出席者 
事 務 局 長   
兼 農 政 課 長  南  岳志 

農政課長補佐  西谷 茂浩 

農 地 係 長  多田 利浩 

農政管理係長   浮田 政宏 

主 査  田山 元太 

主     査  藤澤 英宣 

主 任 技 師  河合 良治 
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議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第１号 ア 農地法第18条第６項の規定による通知について 

イ 使用貸借に係る農地返還通知について（報告） 

議案第２号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

（一般議案） 

議案第３号  農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請について 

議案第４号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（特別議案） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（一般議案） 

議案第６号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第７号  非農地証明願について 

議案第８号  相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第９号 高松農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 

議案第10号 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第１項及び第18条第

１項の規定による開発計画に対する意見について 

議案第11号 採石法第33条の６の規定による採取計画認可申請に対する意見について 

議案第12号 産業廃棄物処理施設の設置に係る意見について 

 報 告 １ 農地法第４条第１項、第５条第１項関係許可状況について 

報 告 ２ 農業相談会について 
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議    長（会長） ただ今から令和２年度第10回高松市農業委員会定例総会を開会いたします。 

本日の出席委員は24人中22人で、定例総会は成立しております。 

欠席委員は、瀧本委員、三好委員です。 

それではまず、日程第１ 議事録署名委員の指名でありますが、私から指名することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議    長 御異議がありませんので、議事録署名委員は14番冨本委員及び15番河田委員の御両

名を指名いたします。 

次に、日程第２ 議事に入ります。 

まず、議案第１号 ア 農地法第18条第６項の規定による通知について、イ 使用貸借に係

る農地返還通知についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

田山主査 議案第１号 ア 農地法第18条第６項の規定による通知について御説明申しあげ

ます。 

議案書１ページをお開きください。 

１番・２番・３番は、賃借人が労力不足、兼業による経営縮小のため残存小作地の賃貸借契

約を合意解約したもので、離作補償はありません。 

４番・５番は、賃貸人が耕作するため農地中間管理事業を活用した賃貸借契約を合意解約し

たもので、離作補償はありません。 

６番は、賃借人が労力不足のため農地法の賃貸借契約を合意解約したもので、離作補償はあ

りません。 

７番・８番、９番及び次のページの10番は、賃貸人が耕作するため農地中間管理事業を活用

した賃貸借契約を合意解約したもので、離作補償はありません。 

11番は、賃貸人が耕作するため農業経営基盤強化促進法による賃貸借契約を合意解約したも

ので、離作補償はありません。 

12番は、賃貸人が耕作するため農地中間管理事業を活用した賃貸借契約を合意解約したもの

で、離作補償はありません。 

13番は、賃借人が労力不足のため残存小作地の賃貸借契約を合意解約したもので、離作補償

はありません。 

14番は、転用予定があるため農業経営基盤強化促進法による賃貸借契約を合意解約したもの

で、離作補償はありません。 

15番・16番は、賃貸人が耕作するため農地中間管理事業を活用した賃貸借契約を合意解約し

たもので、離作補償はありません。 

17番・18番は、転用予定があるため農業経営基盤強化促進法による賃貸借契約を合意解約し

たもので、離作補償はありません。 

次に、イ 使用貸借に係る農地返還通知について御説明申しあげます。 
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議案書３ページを御覧ください。 

１番・２番は、貸人が自ら耕作するため返還を受けたものです。 

３番は、第三者が転用するため返還を受けたものです。転用の内容については、農地法第５

条第１項の規定による許可申請所有権14番のとおりです。 

４番は、第三者に売却するため返還を受けたものです。 

５番は、第三者が転用するため返還を受けたものです。転用の内容については、農地法第５

条第１項の規定による許可申請所有権14番のとおりです。 

６番・７番は、貸人が自ら耕作するため返還を受けたものです。 

８番は、貸人が転用するため返還を受けたものです。 

９番は、貸人が自ら耕作するため返還を受けたものです。 

議案書４ページを御覧ください。 

10番・11番は、借人に売却するため香川県農地機構を介した貸借について返還したものです。

所有権移転の内容については、農地法第３条第１項の規定による許可申請所有権12番のとおり

です。 

12番は、第三者に売却するため返還を受けたものです。所有権移転の内容については、農地

法第３条第１項の規定による許可申請所有権12番のとおりです。 

以上、議案第１号 ア 農地法第18条第６項の規定による通知について18件、イ 使用貸借に

係る農地返還通知について12件、御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議   長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第１号は通知のとおり受理することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第１号は通知のとおり受理することに決定

いたしました。 

次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の一般議案についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

河合主任技師 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の一般議案について

御説明申しあげます。 

議案書５ページをお開きください。 

１番は、露天貸駐車場用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、隣接する飲食店への貸駐車場として転用するもので、転用の確実性が

認められ、隣接に農地はなく、被害防除措置も適切であると考えます。 

２番は、転用者が経営する共同住宅の駐車場不足を解消するため露天駐車場拡張用地として

転用申請するものです。 
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立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。併用宅地等が1，522.55平方メ

ートルあります。 

３番は、露天農機具置場用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第２種農地に区分されますが、農機

具の大型化に伴う隣接農地への収穫物運搬の為に転用するもので、転用理由と農地区分につい

ては適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地は所有者

の農地のみで、被害防除措置も適切であると考えます。 

４番は、露天貸駐車場用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接に農地はなく、

被害防除措置も適切であると考えます。 

５番は、農家住宅の宅地拡張用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、申請地は宅地南側が災害により崩壊し、

復旧の際に駐車場として造成したもので、転用理由と農地区分については適当であると考えま

す。 

一般基準については、申請地は平成16年に造成済みですが、この度追認許可を得るもので、

隣接農地は申請者の農地のみで、被害防除措置も適切であると考えます。併用宅地が573平方

メートルあります。 

６番は、農家住宅の住宅拡張用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、子供の成長に伴い手狭になったため、

隣接地に住宅を増築したもので、他の土地に代えて転用することができないことから、転用理

由と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、申請地は昭和54年に建築済みですが、この度追認許可を得るもので、

隣接農地関係者との調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。併用宅地が

359.28平方メートルあります。 

７番は、貸住宅拡張用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、購入した住宅の一部が隣接農地上に建

てられていることが判明したため転用申請するものであり、転用理由と農地区分については適

当であると考えます。 

一般基準については、申請地は昭和58年に建築済みですが、この度追認許可を得るもので、

隣接農地は申請者の農地のみで、被害防除措置も適切であると考えます。併用宅地等が191.4
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平方メートルあります。 

８番は、貸住宅拡張用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、申請地は昭和54年に建築済みですが、この度追認許可を得るもので、

隣接農地関係者との調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。併用宅地が

264.82平方メートルあります。 

以上、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の一般議案について８件、御

審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議   長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の一般議案につい

ては許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による

許可申請の一般議案については許可することに決定いたしました。 

次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

藤澤主査 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請につい

て御説明申しあげます。 

議案書６ページをお開きください。 

１番は、令和２年 11月 10日付けで、１区画の宅地分譲用地として転用許可を受けていまし

たが、区画購入を希望する客が複数となり、１区画を２区画とする区画整形及び接道要件を満

たす道路が必要となったことから、転用区域を拡張し宅地分譲２区画にするための許可後の事

業計画変更申請をするものです。農地法第５条第１項の規定による許可申請所有権９番に関連

しています。 

以上、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請について１

件、御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議   長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第３号については承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第３号については承認することに決定いた

しました。 

次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の特別議案についてを議題と

いたします。 

今回の特別現地調査は、新型コロナウイルスの感染者増加に伴い、県下全域において位置付



 

7 

 

けられた「感染拡大防止対策期」への対応として、事務局職員のみによる現地調査を実施しま

したことから、事務局からの説明を求めます。 

藤澤主査 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の特別議案について御説

明申しあげます。 

本日午前中に開催を予定していました特別現地調査は、香川県のコロナ警戒レベルが「感染

警戒期」から１段階引き上げられ、「感染拡大防止対策期」に入り中止となりましたことから、

昨年 12月 25日に行った事務局職員のみによる現地調査に替えることとなりました。 

また、農地法第５条第１項の規定による許可申請の特別議案のうち、所有権の２番は、香川

県農業会議の常設審議委員会の現地確認調査対象案件となっています。 

なお、全案件、地区部会における現地調査及び審議において、問題無い旨報告を受けており

ます。 

次に、内容につきまして、まず、別紙の５条特別議案書、所有権を御覧ください。 

１番の申請地は、高松市立牟礼小学校西 200メートルに在り、宅地分譲用地として転用申請

するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、国道 11号

線に近く交通の利便性が良く、周辺は教育・商業施設が整い、分譲住宅・共同住宅等により宅

地化が進み、住環境に優れた地域であることから、転用理由と農地区分については適当である

と考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者の

同意も得ており、被害防除措置も適切であると考えます。 

２番の申請地は、高松檀紙インターチェンジ北800メートルに在り、とび・土木工事及び貨

物自動車運送業等を営む転用者が、倉庫及び資材置場用地３か所約7,500平方メートルを現在

借りて利用していますが、事業効率向上を目的として、この内5,000平方メートルは、地権者

に返却し、残り2,500平方メートルの敷地は、貨物自動車運送事業専用の用地に変更するとと

もに、資材置場を一か所に集約するため、新たな露天資材置場用地として転用申請するもので

す。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、申請地は

県道檀紙鶴市線に近く高松市道に面し資材等の搬送にも便利であることから、転用理由と農地

区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者の

同意も得ており、被害防除措置も適切であると考えます。用途廃止し、併用する水路等が111.76

平方メートルあります。使用貸借に係る農地返還通知３番・５番に関連しています。 

３番の申請地は、高松市立勝賀中学校南東700メートルに在り、転用事業者と土地購入者と

が売買契約を締結し、一定期間内、おおむね３か月以内に転用事業者又は転用事業者が指定す

る建設業者と建築請負契約を締結する特定建築条件付売買予定地用地として転用申請するも

のです。 
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立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、申請地は

主要地方道高松善通寺線に近く高松市道に面しており交通の利便性が良く、周辺は分譲住宅・

共同住宅等により宅地化が進み住環境の良い地域であることから、転用理由と農地区分につい

ては適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者の

同意も得ており、被害防除措置も適切であると考えます。併用公衆用道路が7.82平方メートル

あります。 

次に賃借権について説明します。 

議案書３ページをお開きください。 

１番の申請地は、高松市立玉藻中学校東400メートルに在り、不動産業及びホテル経営を行

う転用者が、グループ会社が経営するホテルの宿泊者用駐車場にモデルハウス、事務所を建築

するのに伴い、減少する宿泊者及び従業員用の代替露天駐車場用地として転用申請するもので

す。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、平成15年４月に申請地の内800平方メートルほどが造成済みで従業員

駐車場として利用されていますが、始末書も提出済みで、この度追認許可を得るもので、隣接

農地関係者の同意も得ており、被害防除措置も適切であると考えます。併用水路が66平方メー

トルあります。 

以上、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の特別議案、所有権３件、賃

借権１件であります。 

許可の決定をいただき、香川県農業会議での意見聴取においても許可相当の決定を得た場合、

許可書を交付する旨、御審議いただきますよう、よろしくお願いします。 

議   長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の特別議案につい

ては許可することに、また、香川県農業会議から許可相当の意見決定を得た後、許可書を交付

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による

許可申請の特別議案については許可することに決定いたしました。なお、香川県農業会議から

許可相当の意見決定を得た後、許可書を交付することにいたします。 

 次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の一般議案についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

藤澤主査 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の一般議案のうち、まず、

所有権移転の案件について御説明申しあげます。 
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議案書７ページを御覧ください。 

１番は、配偶者が住宅建築するため、非農家の自己住宅の敷地造成用地として転用申請する

ものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地は所有者

の農地のみで被害防除措置も適切であると考えます。 

２番は、土木建築会社法人の役員である転用者が、会社の事業が順調に伸び来客及び従業員

用の駐車場が慢性的に不足していることから、露天貸駐車場用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、西側及び

北側が市道に接し車両の出入りが容易で、会社に近接し利用及び管理がし易いことから、転用

理由と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接に農地はなく、

被害防除措置も適切であると考えます。 

なお、本来であれば使用する法人が転用者となるべきところですが、法人の資金面等の関係

から役員個人が取得し法人へ貸し付けるものです。 

３番は、不動産業を営む法人が経営している共同住宅の入居者及び事務所への来客用駐車ス

ペースが不足していることから、隣接地に新たな露天駐車場用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、昭和63年に造成済みですが、この度追認許可を得るもので、隣接に農

地はなく、被害防除措置も適切であると考えます。併用宅地等が1,787.06平方メートルありま

す。 

４番は、カブトムシ・オオクワガタムシの飼育販売を新規開業する転用者が、露天昆虫飼育

場として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、南側進入

路を介して市道に接し東側は山林に面した昆虫飼育に適した環境で、また県道高松志度線への

アクセスも良く利用及び管理がし易いことから、転用理由と農地区分については適当であると

考えます。 

一般基準については資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者との

調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

５番は、転用事業者と土地購入者とが売買契約を締結し、一定期間内、おおむね３か月以内

に転用事業者又は転用事業者が指定する建設業者と建築請負契約を締結する特定建築条件付

売買予定地用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、西側が市

道に接し周辺は分譲住宅、共同住宅で宅地化の進んだ閑静で住環境の良い地域であることから、
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転用理由と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接に農地はなく、

被害防除措置も適切であると考えます。 

６番は、主に不動産業を営む法人が新規参入事業として太陽光発電事業を行っており、更な

る事業拡大を図るために設備の部材置場が必要であることから、露天資材置場用地として転用

申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接に農地はなく、

被害防除措置も適切であると考えます。 

８番は、宅地分譲用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

９番も、宅地分譲用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地は所有者

の農地のみで、被害防除措置も適切であると考えます。併用水路等が30.95平方メートルあり

ます。農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請１番に関連しています。 

議案書８ページを御覧ください。 

10番は、自己住宅へ進入する道路が狭く不便であるため、進入路拡幅用地として転用申請す

るものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、自己住宅

及び自作農地への進入路であり、他の土地に代えて転用することが出来ないことから、転用理

由と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、昭和55年１月に造成済みですが、この度追認許可を得るもので、隣接

農地関係者との調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

11番は土木工事業を営む転用者が、近年、公共工事の受注が増え、既存の資材置場が手狭と

なっていることから、露天資材置場拡張用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、南側が市

道に接し北側の既存資材置場と一体で利用でき、交通の利便性も良く利用及び管理がし易いこ

とから、転用理由と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接に農地はなく、

被害防除措置も適切であると考えます。併用雑種地が1,322平方メートルあります。 
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12番は、非農家の自己住宅の住宅拡張用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、自己住宅

の拡張であり、他の土地に代えて転用することができないことから、転用理由と農地区分につ

いては適当であると考えます。 

一般基準については、昭和54年11月に建築済みですが、この度追認許可を得るもので、隣接

農地関係者との調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。併用宅地が285.60

平方メートルあります。 

13番は、不動産業を営む法人が、役員の親族が経営する中古自動二輪車販売会社への貸店舗

用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

議案書９ページを御覧ください。 

15番は、14番と同じ土木工事業を営む法人が、転用地の東側にある市道を挟んだ住宅を買い

受け、会社の社員寮として利用することになり、入寮者の露天駐車場用地として転用申請する

ものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、東側が市

道に接し社員寮予定地に道路を挟んで隣接し、利用及び管理がし易いことから、転用理由と農

地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

16番は、自動車解体業を営む法人の役員が、経営する会社の規模拡大や従業員の増加により

露天貸駐車場用地として転用申請するものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

なお、本来であれば使用する法人が転用者となるべきところですが、法人の資金面等の関係

から役員個人が取得し法人へ貸し付けるものです。 

18番は、特定建築条件付売買予定地用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、南側が市

道に接し、北側及び西側は同族会社が開発した大規模な分譲住宅団地等で宅地化の進んだ閑静

で住環境の良い地域にあることから、転用理由と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 
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19番は、現在借家住まいで今後家族が増える予定で、住居が手狭となることから、分家住宅

用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、北側が市

道に面し県道綾川国分寺線へのアクセスが良く、周辺は分譲住宅で宅地化の進んだ住環境の良

い地域であることから、転用理由と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請使用貸借７番と関連し一体利用するものです。 

続きまして、賃借権による転用申請を御説明申しあげます。 

 議案書10ページをお開きください。 

２番は、住宅の内装工事業を営む法人が、会社設立直後で、現在、役員の実家を間借りして

事務所にしていますが、業績が好調で今後、従業員の雇用増も考えており、既存事務所が手狭

となっていることから、新たな事務所用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、北側及び

南側が市道に面し県道牟礼中新線へのアクセスが良く、利用及び管理がし易いことから、転用

理由と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

続きまして、使用貸借による転用申請を御説明申しあげます。 

議案書11ページをお開きください。 

１番は、現在借家住まいで、子が生まれ住居が手狭となっていることから、母所有の農地を

借り受けて、分家住宅用地として転用申請をするものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。併用宅地が81.71平方メートル

あります。 

２番の転用者は、自宅で貸音楽スタジオ、ミュージックスクール等を経営しておりますが、

既設の来客用駐車場が狭く、隣接地でも駐車場を借入れていますが、それでも慢性的に不足し

ていることから、今回、祖母の農地を借受けて新たな露天駐車場用地として転用申請するもの

です。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、平成24年に一部造成済みですが、この度追認許可を得るもので、資金

計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接に農地はなく、被害防除措置も適切である

と考えます。 
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３番は、借家住まいで子の成長に伴い住居が手狭となっていることから、父所有の農地を借

り受けて、分家住宅用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、西側が市

道に接し実家に近く親の面倒も見られ、農業の手伝いもできることから、転用理由と農地区分

については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

４番は、借家住まいのために母所有の農地を借り受けて、分家住宅用地として転用申請をす

るものです。 

立地基準については、用途地域が定められている農地で第３種農地に区分され、転用理由と

農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

５番は、借家住まいで子の成長に伴い住居が手狭となっていることから、父所有の農地を借

り受けて、分家住宅用地として転用申請するものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、東側が市

道に接し実家に近く親の面倒も見られ、農業の手伝いもできることから、転用理由と農地区分

については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

６番も、借家住まいのために母所有の農地を借り受けて、分家住宅用地として転用申請をす

るものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、東側が県

道檀紙鶴市線に接し実家に近く親の面倒も見られ、農業の手伝いもできることから、転用理由

と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者との

調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。 

７番も、借家住まいのために父所有の農地を借り受けて、分家住宅用地として転用申請する

ものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、北側の併

用地を介して市道に接し周辺は分譲住宅で宅地化の進んだ住環境の良い地域であり、転用理由

と農地区分については適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地関係者と

の調整もできており、被害防除措置も適切であると考えます。農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請所有権19番と関連し、一体利用するものです。 

８番は、現在借家住まいですが、家族が増え手狭となることから、祖母所有の農地を借り受
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けて、分家住宅用地として転用申請をするものです。 

立地基準については、第２種農地に区分されますが、代替地の検討もされた結果、北側及び

東側が市道に接し実家と隣接しており親の面倒が見られることから、転用理由と農地区分につ

いては適当であると考えます。 

一般基準については、資金計画も妥当であり、転用の確実性が認められ、隣接農地は所有者

の農地のみで被害防除措置も適切であると考えます。 

以上、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の一般議案、所有権16件、賃

借権１件、使用貸借８件、計25件について、御審議いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

議   長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の一般議案につい

ては許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による

許可申請の一般議案については許可することに決定いたしました。 

次に、議案第６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

田山主査 議案第６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請のうち、まず、所有権移転

について御説明申しあげます。 

 議案書12ページを御覧ください。 

１番は、譲渡人が労力不足であることから、新規営農を希望する譲受人へ譲り渡すもので、

取得後は果物の柿を栽培するものです。全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下限面積要

件・地域との調和要件は全て満たしています。 

なお、２番以下の案件については、問題になると判断された審査基準等についてのみ御説明

させていただきます。 

２番は、譲渡人が譲受人に共有物の持ち分贈与を行い、譲受人が単独所有となるもので、取

得後は水稲を作付けするものです。 

３番は、譲渡人が労力不足であることから、経営規模の拡大を希望する譲受人へ譲り渡すも

ので、取得後は野菜を栽培するものです。 

４番は、令和２年11月10日付けで競公売買受適格証明書の交付を受け競売農地を落札したも

ので、取得後は水稲及び野菜を栽培するものです。 

５番は、譲渡人が後継者に一部贈与をするもので、取得後はキュウリ、シュンギクを栽培す

るものです。 

６番・７番は、譲渡人が農業廃止をすることから、経営規模の拡大を希望する譲受人へ譲り

渡すもので、取得後は水稲、野菜及び果樹を栽培するものです。 

８番は、譲渡人が労力不足であることから、経営規模の拡大を希望する譲受人へ譲り渡すも
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ので、取得後は野菜を栽培するものです。 

９番は、譲渡人が資産管理の変更による経営合理化のため譲受人へ譲り渡すもので、取得後

はオリーブの苗木を栽培するものです。 

10番は、譲渡人が農業廃止することから、新規営農を希望する譲受人に譲り渡すもので、取

得後は水稲を作付けするものです。 

なお、下限面積については、農地法第３条第１項の規定による許可申請使用貸借１番が同時

に提出されており、要件は満たします。 

議案書13ページを御覧ください。 

11番は、残存小作地を小作人へ譲り渡すもので、取得後は水稲を作付けするものです。 

12番は、小作地を小作人へ譲り渡すもので、取得後は米麦を作付けするものです。使用貸借

に係る農地返還通知の10番から12番までに関連しております。 

次に、農地法第３条第１項の規定による許可申請のうち、使用貸借について御説明申しあ

げます。 

 議案書14ページを御覧ください。 

１番は、新規営農を希望する借人が３年間借り受けて水稲を作付けするものです。農地法第

３条第１項の規定による許可申請所有権10番に関連しています。 

以上、議案第６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請所有権移転12件、使用貸借１

件、御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議   長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請については許可す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第６号 農地法第３条第１項の規定による

許可申請については許可することに決定いたしました。 

 次に、議案第７号 非農地証明願についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

河合主任技師 議案第７号 非農地証明願について御説明申しあげます。 

議案書 15ページを御覧ください。 

１番は、昭和40年ごろ、２番は、令和２年ごろ、４番は、昭和60年ごろからそれぞれ農道と

して利用され、また、３番は、平成９年ごろから農業用施設である納屋として利用されており、

非農地証明事務処理要領「耕作の事業を行う者が、その農地を自らの耕作の事業に供する農地

の保全又は、他の農地の保全又は利用の増進のために必要な農業用施設（納屋、農道、水路等）

の用に供する場合」に該当するものです。 

 以上、議案第７号 非農地証明願について４件、御審議いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

議   長  ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がない
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ようでありますので、議案第７号 非農地証明願については非農地相当として証明することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第７号 非農地証明願については非農地相

当として証明することに決定いたしました。 

次に、議案第８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

田山主査  議案第８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について御説明申しあげま

す。 

議案書16ページをお開きください。 

１番は、現地調査した結果、全筆農地として適正に耕作されていることを確認しました。ま

た、相続人も適格要件を満たしています。 

以上、議案第８号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について御審議いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

議  長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第８号については証明することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議  長 御異議がないようでありますので、議案第８号については証明することに決定いた

しました。 

次に、議案第９号 高松農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

多田農地係長 議案第９号 高松農業振興地域整備計画の変更に係る意見について御説明申

しあげます。 

資料１を御覧ください。 

令和３年１月７日付けで高松市長から農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の

２の規定による高松農業振興地域整備計画の変更に係る意見伺いが提出されております。申請

のあった案件については、先月末に開催された各地区部会において現地調査及び御審議いただ

きました。 

次に資料の内容について御説明いたします。 

農用地区域からの除外内容につきまして、資料の表紙の次の総括表を御覧ください。対象地

番及び除外後の用途が各地区順に記載されております。５ページの下段の表に今回の除外後の

用途区分ごとの総件数及び総面積が記載されております。その右端に、合計欄がございまして、

今回の除外申請の件数合計が31件、合計面積で32,254.63平方メートルです。 

この内、ページを戻っていただきまして、３ページの先頭行の番号13に関して、対象地審議

に係る第３地区部会における現地調査及び審議の結果、地区部会の総意として、最終ページの
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別紙意見「案」が提出されました。 

内容としましては、申請地の近隣住民及び農業者の方から、除外後の用途の具体的な内容が

不明で、地区委員へ様々な不安の声が届いているとのことです。そこで、要望する意見として、

別紙「案」のとおり、「対象案件の近隣住民、農業者から地区農業委員及び農地利用最適化推

進委員等に対して「除外後の用途の具体的内容」について様々な不安の声が届いていることか

ら、変更後の土地利用者による周辺住民、農業関係者、農業施設管理者に対する説明・協議会

の開催を行うことで、不安を取り除き理解を得ることを要望する。」との意見を付して回答し

たいとするものです。その他の掲載案件については、問題のない旨報告を受けております。 

次に、農用地区域の編入について御説明します。 

５ページの裏面を御覧ください。 

今後、周辺農地と一体的な利用を図り農業振興に寄与しようと、白地から青地に農用地区域

へ編入するもので、１件、面積合計が5,452平方メートルです。 

以上 議案第９号について、第３地区部会から意見のあった「農用地区域からの除外」、番

号13に係る御判断を含め御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議  長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第９号については原案のとおり意見決定し、回答することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議  長 御異議がないようでありますので、議案第９号については原案のとおり意見決定し、

回答することに決定いたしました。 

次に、議案第10号 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第１項及び第18条第

１項の規定による開発計画に対する意見についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

河合主任技師 議案第10号 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第１項及び

第18条第１項の規定による開発計画に対する意見について御説明申しあげます。 

まず同条例第16条第１項について御説明申しあげます。 

資料２の２ページを御覧ください。令和２年12月15日付けで高松市長から開発計画に対する

意見照会がありました。 

これは、４、５ページのとおり、令和２年12月10日付けで事業者から香川県知事宛に土地開

発行為協議書が提出されたことによるものです。現在、土地開発を行っている場所を新たな事

業者が引き継ぎ採石を行うもので新規の協議となるものです。６ページに位置図を付し、７ペ

ージ以降には土地利用計画図を付しています。 

資料の１ページを御覧ください。概要をまとめています。 

土地開発行為の目的は、土石を採取するものです。昨年12月21日に地区担当農地利用最適化

推進委員と担当者で現地調査を行い、開発区域の下流域には農地が存在することを確認しまし

た。 
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高松市長には、下段のとおり「開発に当たっては、開発区域の下流域に存在する農地、農業

施設及び農作物に支障を及ぼすことのないよう万全の措置を講じていただきたい。」との意見

を付して回答したいと考えております。 

次に同条例第18条第１項の規定による開発計画に対する意見について御説明申しあげます。 

資料３の３ページを御覧ください。令和２年12月15日付けで高松市長から開発計画に対する

意見照会がありました。 

これは、４ページから14ペ－ジまでのとおり、令和２年12月７日、10月15日付けで香川県知

事宛に土地開発行為変更協議書が提出されたことによるものです。15ページに位置図を付し、

17ページ以降には土地利用計画図を付しています。 

１ページを御覧ください。 

土地開発行為の目的は、土石の採取を行うもので、この度の変更協議は採石事業期間の３年

間の延長をするものです。開発区域の周辺は砕石場に囲まれており、隣接する事業者と協調し

て採石を行い、開発終了時には洪水調整池等を埋戻し平坦部に植栽を行って森林の回復を図る

計画となっております。昨年12月21日に地区担当農業委員と担当者で現地調査を行い、開発区

域の下流域には農地が存在することを確認しました。 

資料２ページを御覧ください。 

高松市長には、「開発に当たっては、開発区域の下流域に存在する農地、農業施設及び農作

物に支障を及ぼすことのないよう万全の措置を講じていただきたい。」との意見を付して回答

したいと考えております。 

以上、議案第10号 みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第16条第1項及び第18条第1

項の規定による開発計画に対する意見について御審議いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

議  長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第10号については原案のとおり意見決定し、回答することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議  長 御異議がないようでありますので、議案第13号については原案のとおり意見決定し、

回答することに決定いたしました。 

次に、議案第11号 採石法第33条の６の規定による採取計画認可申請に対する意見について

を議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

河合主任技師  議案第11号 採石法第33条の６の規定による採取計画認可申請に対する意見

について御説明申しあげます。 

資料４の３ペ－ジを御覧ください。 

令和２年12月15日付けで高松市長から採石法に基づく採取計画認可申請に対する意見照会

があり、これは６ページから18ペ－ジまでのとおり令和２年12月９日、10月15日付けで採石事
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業者から香川県知事宛に採石法に基づく採取計画認可申請書が提出されたことによるもので

す。その内容は、採取期間を３年間延長するものです。19ページ以降に位置図、利用計画平面

図を付しています。 

採石法による認可申請は、議案第10号及び議案第11号で意見照会のあった、みどり豊かでう

るおいのある県土づくり条例の規定による土地開発行為協議書と同一の事業者、同一の場所で

あり、調査の際に採取場の下流域に農地があることを確認しています。 

資料の２ペ-ジを御覧ください 

高松市長には、「採取に当たっては、採取場の下流域に存在する農地、農業施設及び農作物

に支障を及ぼすことのないよう万全の措置を講じていただきたい。」との意見を付して回答し

たいと考えております。 

以上、議案第11号 採石法第33条の６の規定による採取計画の認可申請に対する意見につい

て御審議をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議   長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第11号については原案のとおり意見決定し、回答することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第11号については原案のとおり意見決定し、

回答することに決定いたしました。 

次に、議案第12号 産業廃棄物処理施設の設置に係る意見についてを議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

田山主査  議案第12号 産業廃棄物処理施設の設置に係る意見について御説明申しあげます。 

資料５の２ページを御覧ください。  

令和２年11月26日付けで高松市長から高松市産業廃棄物処理等指導要綱第13条第3項の規定

による産業廃棄物処理施設等の設置に係る問題点について照会がありました。 

 これは、３ページのとおり、令和２年11月17日付けで産業廃棄物処理事業者から高松市長宛

に事前指導申出書が提出されたことによるもので、施設の設置場所は、４ページの位置図の丸

で示しているところです。５ページに施設の平面図がございます。 

 １ページをお開きください。 

設置内容の概要は、産業廃棄物処分業を営んでいる事業者が新たな破砕施設を導入しさらに

多くの廃棄物に対応するため、本市内に、コンクリートくず及びコンクリート廃材、アスファ

ルト廃材のがれき類の破砕施設を設置するものです。 

令和２年12月18日に地区担当委員と事務局担当者で現地調査を実施し、同月22日の地区部会

で審議した結果、「産業廃棄物処理施設は、既存の資材置場として利用されている農地以外の

土地（雑種地）に新たに設置されるもので、農地法に係る許可等の必要はなく、周辺は山林等

に囲まれ、飛散防止、騒音対策として万能壁（高さ２メートル）が設置されるもので、かつ、

民家からも離れており問題はありません。ただし、施設の設置場所の西側にあるため池等土地
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改良施設の機能に支障を及ぼすことのないよう万全の措置を講じていただきたい。」と回答す

るものです。 

以上、議案第12号 産業廃棄物処理施設等の設置に係る意見について御審議いただきますよ

う、よろしくお願いします。 

議   長 ただ今の説明に対して御質問、御意見はありませんか。―――― 御発言がないよ

うでありますので、議案第12号については原案のとおり意見決定し、回答することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議   長 御異議がないようでありますので、議案第12号については原案のとおり意見決定し、

回答することに決定いたしました。 

 続きまして、報告案件に移ります。 

報告１ 農地法第４条第１項、第５条第１項関係許可状況について事務局の報告を求めます。 

多田農地係長 農地法第４条第１項、第５条第１項関係許可状況について御報告申しあげます。

資料６を御覧ください。 

期間としましては、令和２年12月５日から令和３年１月６日分までであります。 

まず、許可件数ですが、11月以前の議決分といたしまして４条が０件、５条が11件、12月議

決分といたしまして４条が10件、５条が31件、合計で４条が10件、５条が42件です。 

許可保留件数につきましては、11月以前の議決分といたしまして４条が０件、５条が９件、

12月議決分といたしまして４条が１件、５条が６件、合計で４条が１件、５条が15件です。 

取下につきましては、ありませんでした。 

次に、許可保留及び取下の内容について御説明申しあげます。 

１ページを御覧ください。 

４条関係で、12月議決分の10番が開発許可により、許可保留となっております。 

２ページを御覧ください。 

５条関係で、５月議決分の35番、10月議決分の12番、11月議決分の５番、８番、16番が表の

右端、保留理由欄に記載がありますように、開発許可、直近事業造成工事未了により、許可保

留となっております。 

３ページを御覧ください。 

引き続き５条関係で、11月議決分の26番、27番、31番、36番が表の右端、保留理由欄に記載

がありますように開発許可、直近事業造成工事未了により許可保留となっております。 

４ページを御覧ください。 

同じく５条関係で12月議決分の５番・７番・９番・12番、引き続き次の５ページの20番、26

番が表の右端、保留理由欄に記載がありますように開発許可、直近事業造成工事未了により許

可保留となっております。 

以上で今月の許可状況についての報告を終わります。 

議   長 ただ今の報告及び説明に対して御質問等はありませんか。――御発言がないようで
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ありますので、報告２ 農業相談会について事務局の報告及び説明を求めます。 

浮田農政管理係長 農業相談会についてのお知らせとお願いでございます。 

資料７を御覧ください。 

明日１月15日より農業相談会を順次開催いたしますので、御出席をお願いいたします。 

なお、香川県における新型コロナ感染症対策において、９日より「感染拡大防止対策期」に

警戒レベルのステージが上がっていますが、今日の時点では、可能な限り対策を施した上で、

予定どおり相談会を開催する方向で準備を進めております。対策としましては、基本的な考え

方は８月の相談会と同じですが、相談会来場者の人数を減らすために、利用権の更新予定者に

は、予め電話連絡をして、既に書きあがっている申出書は、支所・出張所を経由するなどして

事務局へ直接提出して貰うようお願いしています。また、直接申出書を農業委員、推進委員に

手渡される場合もあると思いますが、その場合は、お手数ですが受け取っていただき、相談会

場へ御持参いただくか、事務局へ送付くださるようお願いいたします。少しでも相談会場内の

人数を減らすため、今回も８月と同様にＪＡ支店長へは出席案内を行っておりませんので御了

承いただきたいと思います。 

次に、その他の対策としましては、今や常識となっていますが、会場内はマスク着用、手の

消毒、来場者の検温、来場者リストの作成、机・文房具等の消毒、卓上に透明な衝立を設置し

会場の定期的な換気を行うことなどを考えておりますので、御理解と御協力をお願いいたしま

す。 

相談会については以上でございます。 

議   長 ただ今の報告及び説明に対して御質問等はありませんか。――御発言がないようで

ありますので、以上で本日の議事は、全て終了いたしました。 

これで令和２年度第 10回高松市農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 
午後３時05分 閉会 
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